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イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
日
報
の
管
理
状
況
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

海
外
に
派
遣
さ
れ
た
現
地
の
部
隊
が
日
々
作
成
す
る
日
報
は
、
上
級
部
隊
へ
の
定
時
報
告
で
、
防
衛
大
臣
又
は
上
級
部
隊
の

判
断
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
衛
隊
の
任
務
の
教
訓
を
ま
と
め
る
際
の
重
要
な
一
次
資
料
で
あ
る
。

そ
の
日
報
の
管
理
状
況
を
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日
付
の
「
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
日
報
の
管
理
状
況

に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
「
前
回
主
意
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
質
問
し
た
が
、
平
成
三
十
年
五
月
十
一
日
付
の
答

弁
書
（
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
明
確
な
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
回
主
意
書
で
は
、
①
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
（
以
下
「
イ
ラ

ク
派
遣
陸
自
部
隊
」
と
い
う
。
）
が
作
成
し
た
日
報
の
報
告
先
で
あ
っ
た
上
級
部
隊
、
②
防
衛
省
が
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊

の
日
報
が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
探
索
し
た
関
連
部
局
、
③
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
の
日
報
が
確
認
さ
れ
た
機
関

及
び
④
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
教
訓
業
務
を
行
っ
て
い
る
部
署
に
お
け
る
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
の
日
報
の
取
得

状
況
と
廃
棄
さ
れ
た
年
月
日
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
前
回
答
弁
書
で
は
、
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
の
「
日
報
の
保
有
状
況
に
関
す
る
記
録
が
確
認
で
き
な
い
た

め
、
そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

一



�

「
日
報
の
保
有
状
況
に
関
す
る
記
録
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
記
録
が
確
認
で
き
な
い
」
と
は
、
「
日
報
の
保
有
状
況
に
関
す
る
記
録
」
が
廃
棄
さ
れ
、
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
記

録
が
確
認
で
き
な
い
と
い
う
意
味
か
、
そ
れ
と
も
、
「
日
報
の
保
有
状
況
に
関
す
る
記
録
」
自
体
は
存
在
す
る
が
、
そ
の

内
容
か
ら
は
、
日
報
の
取
得
状
況
や
廃
棄
の
年
月
日
を
確
認
で
き
な
い
と
い
う
意
味
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
を
平
成
十
六
年
一
月
か
ら
平
成
十
八

年
七
月
ま
で
の
間
、
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
（
以
下
「
イ
ラ
ク
派
遣
空
自
部
隊
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
五
年
十
二
月
か
ら
平

成
二
十
年
十
二
月
ま
で
の
間
、
イ
ラ
ク
に
派
遣
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
部
隊
の
日
報
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
七

日
現
在
、
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
が
四
百
六
十
九
日
分
、
イ
ラ
ク
派
遣
空
自
部
隊
が
三
日
分
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

�

イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
又
は
イ
ラ
ク
派
遣
空
自
部
隊
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
当
時
の
行
政
文
書
の
管
理
は
、
行
政
機
関
の

保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
及
び
同
法
施
行
令
等
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
。
当
時
の
法
令
等

で
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
や
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
（
以
下
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
」

と
い
う
。
）
の
保
存
期
間
は
三
十
年
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
又
は
イ
ラ
ク
派
遣
空
自
部
隊
の
派
遣
期
間
中
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
現
在

二



の
保
存
期
間
は
何
年
で
、
現
在
も
保
存
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
い
。
ま
た
、
そ
の
保
存
単
位
は
、
各
年
も
し
く
は
各
年

度
毎
に
な
っ
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
又
は
イ
ラ
ク
派
遣
空
自
部
隊
の
派
遣
期
間
中
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
か
ら
、
こ
れ
ら
部

隊
か
ら
上
級
部
隊
が
日
報
を
取
得
し
た
年
月
日
及
び
そ
れ
を
廃
棄
し
た
年
月
日
が
確
認
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
な
ぜ
で
き
な
い

か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
が
抽
象
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
及
び
イ
ラ
ク
派
遣

空
自
部
隊
の
日
報
の
発
見
を
遅
ら
せ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
行
政
文
書
の
探
索
に
資
す
る
よ
う
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
名
称
に
変
更
す
る

と
と
も
に
、
廃
棄
さ
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
に
、
ど
の
よ
う
な
行
政
文
書
が
い
つ
か
ら
保

存
さ
れ
、
い
つ
廃
棄
さ
れ
た
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
在
り
方
を
改
善
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


